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Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備
○ 「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して 答申 」においては、高校に期待される社会的役割等 スクール・ミッション の再定義や、高校の
入口から出口までの教育活動の指針 スクール・ポリシー の策定、普通科改革等に加え、産業界と一体となった革新的職業人材の育成や高等
教育機関と連携・協働した高度な学びの提供などの方向性が示されました。
○ また、同答申では、定時制・通信制課程における多様な学習ニーズへの対応として、専門スタッフの充実や関係機関との連携強化、 の効果的
な活用等によるきめ細かな指導・支援を行うことが重要であるとされています。
○ 都立高校においても、一部の学校において入学者選抜の応募倍率が低下傾向にあることなどから、民間事業者や大学、専門学校等とも連携した
特色ある取組を展開することにより、中学生等から選ばれる魅力ある都立高校を実現するとともに、その魅力を積極的に発信していく必要があります。
○ 都立高校における学びの充実のためには、生徒の学びを支える教員の存在が要であり、時代の変化に対応した資質・能力を継続的に身に付けら
れるよう研修を充実させるとともに、働き方改革を一層推進し、教員が心身の健康を保持し、自己研鑽に努められる環境を整えることが重要です。

１ 学校の魅力発信

２ 普通科の活性化

３ 専門学科 職業学科 の活性化

４ 総合学科の活性化

５ 理数等に関する学科の設置

６ 定時制課程の改善・充実

７ 通信制課程の改善・充実

８ 入学者選抜の改善

９ カーボンハーフに向けた取組の充実

教員の資質・能力の向上

教員確保策の更なる充実

働き方改革の推進

さん
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【課題・背景】
○ 学校教育法施行規則等の一部改正を受け、都教育委員会は令和４年３月、全都立高校のスクール・ミッション※2を再定義するとともに、各都
立高校においてスクール・ポリシー※ グラデュエーション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー を策定・公表しました。
○ 都立高校ではこれまでも、各校のホームページや学校案内パンフレット等により、学校の取組や特色を中学生やその保護者に広報してきました。今
後は、各学校のスクール・ポリシー等を学校経営の中心に位置付け、目指す学校や育てたい生徒像を明確にした上で、多様な媒体等も活用しなが
ら、それぞれの特色や魅力についてより効果的に発信していくことが重要です。

取組 内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（１）スクール・ミッションの公表 各学校に期待されている役割、目指すべき学校像を
示すスクール・ミッションを公表

（２）スクール・ポリシーの公表
スクール・ミッションを踏まえ、学校全体の教育活動を組
織的、計画的に実施するため、育成を目指す資質・
能力に関する方針など３つのポリシーを公表

（３）学校 の強化

民間事業者を活用して サイト「＃だから都立高」
を開設することにより、学校見学会・合同説明会の情
報を一元化

等の広報手段を活用し、中学生・保護者に対し
て集中的な広報を実施

一部の学校において、学校説明会や学校施設紹介
動画等を民間事業者を活用して制作・掲載

定員により学校見学会に参加できないなど、中学生の
ニーズに応えきれていない高校における学校見学会を、
民間事業者を活用し開催

多様な媒体を活用した広報を行うとともに、民間事業者も活用して都立高校の を量と質の面から拡大

Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備
１ 学校の魅力発信

集中的な広報の実施

学校見学会の一部外部委託

学校紹介動画の制作・掲載

サイト「＃だから都立高」の開設・更新

都教育委員会のホームページ等において公表

各校のホームページ等において公表

※２ スクール・ミッションとは、各学校の歴史や伝統、社会や地域の実情を踏まえて、各学校に期待されている役割、目指すべき学校像を示すもの。
※３ スクール・ポリシーとは、スクール・ミッションを踏まえ、各学校が策定する３つの方針 ①グラデュエーション・ポリシー 育成を目指す資質・能力に関する方針

②カリキュラム・ポリシー 教育課程の編成及び実施に関する方針 ③アドミッション・ポリシー 入学者の受入れに関する方針 のこと。

取組の方向性

Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備
１ 学校の魅力発信
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【課題・背景】
○ 普通科高校では、生徒の能力・適性、興味・関心等に応じて、学習指導や進学指導等において、それぞれ特色ある取組を進めています。このうち、
進学や就職など卒業後の進路が多様な高校においては、将来にわたって生徒が社会で生きていくために必要な基礎力を身に付けることができるよう
支援していくことが重要です。
○ また、学校教育法施行規則等の一部改正により、「普通教育を主とする学科」の弾力化が図られたことから、こうした国の動きや都立高校を取り巻
く状況の変化等に対応し、普通科における新たな学科等の設置を検討していくことが必要です。

取組 内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（１）スキルアップ推進校における
講座の実施

民間教育機関等を活用し、実用英語検定講座の実
施等により、使える英語力の習得を支援

民間教育機関等を活用し、表計算ソフト等の使い方
やローコード開発を学ぶ講座の実施等により、社会人
として必要なデジタルスキルの習得を支援

民間事業者等と連携し、職場体験の機会を創出する
ことで、希望する進路の実現に向けた学習意欲等を醸
成

（２）進学指導推進校の学力向上支援
再掲

進学指導推進校において、希望する生徒を対象に民
間事業者を活用した学力向上支援を土日・放課後
等に実施

民間教育機関等と連携して、実践的なスキル等を習得するための講座を実施するとともに、特色ある新たな学科の
設置を検討

２ 普通科の活性化
Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備

※４多摩科学技術高校含む

グローバルスキル講座の実施 校

デジタルスキル講座の実施 校

コミュニケーションスキル講座 職場体験 の実施 校

進学指導推進校 校※４ において実施

取組の
方向性

Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備
２ 普通科の活性化
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２ 普通科の活性化
Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備

取組 内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（３）「学際領域に関する学科」への改編
の実現や など国際社会等の枠組

を超える課題に対応するため、既存の普通科を改編し、
学際的・複合的な学びに重点的に取り組む学科の設
置を検討

検討委員会 学科改編準備

（４）「地域社会に関する学科」への改編
地域が抱える諸課題の解決など地域社会の将来を担
う人材を育成するため、既存の普通科を改編し、実践
的な特色ある学びに重点的に取り組む学科の設置を
検討

検討委員会 学科改編準備

（５）企業と連携したアントレプレナーシップ
教育の推進【新規】

チャレンジ精神や主体性、創造性などの資質・能力を
育むため、普通科高校を対象とした、企業・工場の視
察、職場体験、講演会等の企業連携等を実施

実施

Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備
２ 普通科の活性化

商工会

小中学校

自治体企業

大学等地域NPO
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【課題・背景】
○ 農業科、工業科、ビジネス科等の専門高校 職業学科 では、専門教育の学びを通して生徒一人ひとりの興味・関心を高め、実社会で活躍す
るために有用な力を伸ばすことにより、生徒の希望する進路の実現につなげています。
○ 産業構造の変化や科学技術の進展等に伴い、職業人に求められる技術・技能は高度化・多様化しており、専門高校にはこうした社会の変化や
ニーズに応える人材の育成が求められています。
○ 工業高校においては、令和５年度から「工科高校」に名称変更し、これまで実施してきた取組を発展させながら、教育内容や教育環境を一層充
実させていきます。
○ 今後は全ての専門高校 職業学科 において、外部人材の活用や企業等との連携により教育内容等の充実を図り、学校の魅力向上と東京の
産業を担う人材の育成に努めていくことが必要です。

取組 内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（１）農業高校の活性化

データを活用した農業を実施できる人材の育成に向けた
取組を推進 【拡充】

園芸高校を「先端技術推進校・センシング機器等を活
用する学校」として指定＜ デジタルリーディング
ハイスクール事業 再掲 ＞

実際のビジネス活動を体験する機会を設けるなどの取
組等を行い、探究的な学習やアントレプレナーシップ教
育等を推進

デジタルリーディングハイスクール
指定校における研究 園芸高校

先端的な知識や技術を学習内容に取り入れていくことにより、未来の東京の産業を支える人材を育成

スマート農業事例研究 教員対象

農業 に関する講座等の受講 教員対象

専門学科 職業学科 の活性化

産業教育コンソーシアム東京の活用

Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備

データを活用した栽培の推進
等、スマート農業教育を推進

取組の方向性

Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備
３ 専門学科（職業学科）の活性化
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Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備
３ 専門学科（職業学科）の活性化

取組 内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（２）工科高校の活性化

※令和５年４月から、工業高校は
「工科高校」に名称変更

工業高校 校を、先進的で魅力ある専門高校にふさ
わしい名称である「工科高校」に変更

工科高校 年間と専門学校 年間の接続を図り、
企業の実務家等からの支援により、 人材の育成を
目指す教育プログラム の実施

実践的なデジタルスキルやグローバルスキルの習得、進
学等に向けた支援を行うとともに、ものづくりのスペシャリ
スト育成に向けた資格取得を支援【新規】

墨田工科高校を「先端技術推進校・ 等を活用す
る学校」として指定＜ デジタルリーディングハイ
スクール事業 再掲 ＞

実際のビジネス活動を体験する機会を設けるなどの取
組等を行い、探究的な学習やアントレプレナーシップ教
育等を推進 再掲

学
科
等
改
編
予
定

北豊島工科高校 都市防災技術科に改編

蔵前工科高校

六郷工科高校

杉並工科高校 ・環境科に改編

中野工科高校 食品サイエンス科に改編

専門学科 職業学科 の活性化
Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備

工科高校に名称変更

デジタルリーディングハイスクール指定校における研究
墨田工科高校

導入 町田工科・荒川工科・府中工科

産業教育コンソーシアム東京の活用

学科改編準備

学科改編準備

学科改編準備

学科改編準備

コース設置準備 機械科にロボティクスコースを設置

※令和７年度に先端技術分野の学習を行う学科への改編を検討

デジタルスキル講座の実施

英語に関する講座の実施

ライティング講座の実施

資格試験の受験料等を補助
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Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備
３ 専門学科（職業学科）の活性化

取組 内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（３）商業高校の活性化

民間事業者等による講座を活用し、生徒の希望進路
を実現するビジネススキルや資格取得を支援

民間事業者等と連携し、職場体験の機会を創出する
ことで、ビジネスの現場を体験する機会を提供

外部人材の活用や企業等との連携により、都立商業
高校生にビジネスを実地に学ぶ機会を拡充

（４）専門高校生徒の海外派遣 再掲
【拡充】

専門高校の生徒を海外に派遣し、各分野の学びに関
連した海外での取組や技術を視察し、自らの学びをよ
りよい社会づくりと結び付ける機会を創出

派遣開始 対象を拡大

（５）専門高校の外部人材活用事業 民間企業の社員・ 等を学校に派遣し、系統的・継
続的なキャリア教育を支援 実施 実施校の拡大

４校から９校に拡大

（６）教員のデジタルリテラシー研修
東京商工会議所や大学等と連携し、デジタル技術・
知識に加え、実際に企業等が開発・提供している製
品やサービスを学ぶ研修を実施し、授業に活用

実施

（７）企業と連携したアントレプレナーシップ
教育の推進 再掲 【新規】

チャレンジ精神や主体性、創造性などの資質・能力を育
むため、企業・工場の視察、職場体験、講演会等の
企業連携等を実施

実施

専門学科 職業学科 の活性化
Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備

産業教育コンソ―シアム東京の活用商業教育コンソ―シアム
東京の活用

デジタルに関する講座の実施

会計に関する講座の実施

英語に関する講座の実施

職場体験の実施

＜スペシャライズドプログラム＞

・ スペシャリストコース

自己の可能性追求等の動機
付け
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Ⅲ　質の高い教育を実現するための環境整備
４ 総合学科の活性化

【課題・背景】
○ 総合学科高校では、１年次に全ての生徒が「産業社会と人間」を履修し自己の進路への自覚を深めるとともに、３年次には各自でテーマを設定
して「課題研究」に取り組むなど、系統的なキャリア教育を実施しています。
○ また、生徒の興味・関心、進路希望等に応じた多様な選択科目の設置に加え、生徒が学ぶことの楽しさや達成感を味わえるよう、実践的・体験
的な活動を多く取り入れています。
○ こうした取組により在校生の満足度は非常に高くなっている反面、入学者選抜における応募倍率は若干低下傾向にあるため、特色ある取組をより
充実させるとともに、中学生等に対して総合学科の魅力を効果的に伝えていく必要があります。

取組 内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（１）総合学科高校における と連携
した「社会人基礎力」向上事業の実
施

と連携し、地域の課題解決などをテーマとした
プロジェクト・ベースド・ラーニング プログラムを開

発・実施することにより「社会人基礎力※５」を養成する
とともに、プログラム実施にあたって地元中学生等の参
加を促すなど、学校の魅力を発信

教育支援 と連携し、生徒が協働して課題解決に取り組むプログラムを開発・実施することにより、総合学科の
特色であるキャリア教育を一層充実

２校で実施

４ 総合学科の活性化
Ⅲ 質の高い教育を実現するための環境整備

※５ 経済産業省が主催した有識者会議が、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力を「社会人基礎力 ３つの能力・ の能力要素 」として定義。
３つの能力とは、「前に踏み出す力 アクション 」、「考え抜く力 シンキング 」、「チームで働く力 チームワーク 」のこと。

取組の
方向性
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